
 意見書案第５号 

 

沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しない 

ように求める意見書 

 

   地方自治法第９９条の規定により、関係行政庁に対し『沖縄戦戦没者の

遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないように求める意見書』を別紙

のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月１８日 

 

 京田辺市議会 

   議長 松村 博司 様 

 

           提出者    京田辺市議会議員   次田 典子 

            〃        〃       青木 綱次郎 

            〃        〃       吉高 裕佳子 

 

  



沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しない 

ように求める意見書（案） 

 

沖縄戦では一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの尊い命が失

われた。糸満市字摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、国籍や軍

人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた２４万人を超える人々の氏

名が刻銘されている。 

 本年６月現在の刻銘者数２４万１，６３２名のうち、京都府出身者は２，５

４６名に上り、沖縄県以外で２，０００人を超える戦没者が刻銘されている都

道府県が１０であることを考えると、私たちにとって、この土砂による埋め立

て問題は決して他人事ではない。また、宜野湾市嘉数に慰霊塔がある事実から

も、多くの京都府出身の青年たちの遺骨もまたこの土砂の中に含まれているこ

とは明白である。南部戦跡の遺骨は砲撃などで破砕されており、７６年の歳月

で風化が進み、採取不可能な状態になっているともいわれている。このように

熾烈な戦場で命を落とした人々の遺骨を工事用の土砂として使用することは人

道に悖る行為である。 

 上記の諸点を踏まえて下記の事項が速やかに実現することを強く要請する。 

 

記 

 

１ 悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないこと。 

 

２ 日本で唯一、住民を巻き込んだ沖縄戦があった沖縄県民の思いを鑑み、

「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」により、日本政府が主体となって

戦没者の遺骨収集を実施すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 令和  年  月  日 

 

京都府京田辺市議会 

 

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、厚生労働大臣 

国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣 

 



 意見書案第６号 

 

米価暴落に対する緊急対策を求める意見書 
 

   地方自治法第９９条の規定により、関係行政庁に対し『米価暴落に対す

る緊急対策を求める意見書』を別紙のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月１８日 

 

 京田辺市議会 

   議長 松村 博司 様 

 

           提出者    京田辺市議会議員   青木 綱次郎 

            〃        〃       次田 典子 

            〃        〃       岡本 亮一 

            〃        〃       増富 理津子 

            〃        〃       吉高 裕佳子 

  



米価暴落に対する緊急対策を求める意見書（案） 

 

 昨年来、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外食を中心に米需要が大き

く減少し、２０２０年産の米価は下落を続けた。コロナ禍の影響は２０２１年

になっても長引き、２０２１年産の米価も大幅に下落する見通しとなった。Ｊ

Ａ京都による米買取価格でも、前年比で２２～２６％の下落となり、２年連続

での米価下落となる見込みである。 

 その背景には、米需要減による在庫量の増大がある。農林水産省が６月末に

公表した民間在庫量は２１９万トンとされ、適正在庫量といわれる１８０万ト

ンを大幅に上回っており、このままでは２年連続の米価暴落にとどまらず、２

０２２年産の米価の下落も懸念される。 

 現状を放置すれば、国民の主食である米の生産にも深刻な影響を与えかねな

い事態であり、国が責任をもって早急に下記の対策に取り組むことを求めるも

のである。 

 

記 

 

１ コロナ禍で生まれた市場に滞留する過剰在庫を政府が買い取り、市場から

隔離し、需給環境を改善するとともに、米価下落に歯止めをかけること。 

 

２ 買い取った米を生活困窮者、学生、子ども食堂などへの食糧支援として大

規模に供給すること。 

 

３ 国内消費に必要のない外国産米（ミニマムアクセス米）は、国産米の需給

状況に応じて、輸入数量抑制を直ちに実行すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 令和  年  月  日 

 

京都府京田辺市議会 

 

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣 

 


